
令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

備
等
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
三
百
六
十
九
号

年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
号
）

の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
民
年
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中「（
当
該
控
除
を
受
け
た
者
が
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
で

あ
る
場
合
に
は
、
三
十
五
万
円
）、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
、
同
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す

る
控
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
控
除
を
受
け
た
者
に
つ
き
三
十
五
万
円
、
同
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。





第
十
一
条
の
八
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号

と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

学
校
教
育
法
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
中
学
校
（
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
も
の
に

限
る
。）

第
十
四
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
附
則
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
数
）

第
十
四
条
の
三
の
二

法
附
則
第
九
条
の
三
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
納
付
済
期
間
等
の
月
数
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
数
と
す
る
。

六
月
以
上
一
二
月
未
満

六

一
二
月
以
上
一
八
月
未
満

一
二

一
八
月
以
上
二
四
月
未
満

一
八

二
四
月
以
上
三
〇
月
未
満

二
四

三
〇
月
以
上
三
六
月
未
満

三
〇

三
六
月
以
上
四
二
月
未
満

三
六

四
二
月
以
上
四
八
月
未
満

四
二

四
八
月
以
上
五
四
月
未
満

四
八

五
四
月
以
上
六
〇
月
未
満

五
四

六
〇
月
以
上

六
〇

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
附
則
第
二
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
）

第
十
二
条
の
二

法
附
則
第
二
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
被
保

険
者
で
あ
つ
た
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
と
す
る
。

六
月
以
上
一
二
月
未
満

六

一
二
月
以
上
一
八
月
未
満

一
二

一
八
月
以
上
二
四
月
未
満

一
八

二
四
月
以
上
三
〇
月
未
満

二
四

三
〇
月
以
上
三
六
月
未
満

三
〇

三
六
月
以
上
四
二
月
未
満

三
六

四
二
月
以
上
四
八
月
未
満

四
二

四
八
月
以
上
五
四
月
未
満

四
八

五
四
月
以
上
六
〇
月
未
満

五
四

六
〇
月
以
上

六
〇
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第
六
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
九
十
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
者
）

第
六
条
の
七
の
二

法
第
九
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条

第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
障
害
者
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
寡
婦
及
び
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
ひ
と

り
親
と
す
る
。

第
六
条
の
十
及
び
第
六
条
の
十
一
中
「
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
中「（
当
該
控
除
を
受
け
た
者
が
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
寡

婦
で
あ
る
場
合
に
は
、
三
十
五
万
円
）、
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
九
号
」
を
「
、
同
項
第
八
号
の
二
に

規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
控
除
を
受
け
た
者
に
つ
き
三
十
五
万
円
、
同
項
第
九
号
」に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
七
第
五
号
中
「
学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
」
を
「
次
条
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
八
第
八
号
中
「
前
号
に
規
定
す
る
専
修
学
校
」
を
「
前
各
号
に
掲
げ
る
教
育
施
設
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

学
校
教
育
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
（
修
業
年
限
が
一
年
以
上
で
あ
る
課
程
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。）

第
六
条
の
六
第
八
号
中
「
前
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、「
専
修
学
校
」
を
「
教
育
施
設
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
号
と
し
、
同
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

学
校
教
育
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
（
修
業
年
限
が
一
年
以
上
で

あ
る
課
程
を
履
修
す
る
者
に
限
る
。）

第
六
条
の
六
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、同
条
第
一
号
中「（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）」を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
中
学
校
（
夜
間
そ
の
他
特
別

の
時
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。）に
在
学
す
る
生
徒

第
十
六
条
第
一
項
中「「
被
保
険
者
期
間
」
を「「
被
保
険
者
で
あ
つ
た
期
間
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
附
則
第
二
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
脱
退
一

時
金
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
第
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
被
保
険
者
で
あ

つ
た
期
間
に
係
る
被
保
険
者
期
間
」
と
あ
る
の
は
、「
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
附
則

第
二
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
合
算
被
保
険
者
期
間
」
と
す
る
。

（
国
民
年
金
法
に
よ
る
改
定
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
民
年
金
法
に
よ
る
改
定
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条

削
除

（
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
二
号
中「（
当
該
控
除
を
受
け
た
者
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
で
あ
る
場
合
に
は
、
三
十

五
万
円
）、
同
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
、
同
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
控

除
を
受
け
た
者
に
つ
き
三
十
五
万
円
、
同
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
同
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。





（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令

第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
の
表
旧
国
民
年
金
法
の
項
中「
支
給
さ
れ
る
も
の

を
除
く
。）

支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）若
し
く
は

和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
五
条
の

れ
る
障
害
基
礎
年
金
を
除
く
。）

障
害
基
礎
年
金
（
昭

規
定
に
よ
り
支
給
さ

」
を

「
そ
の
夫
が
障
害
年

金
（
第
五
十
六
条

の
規
定
に
よ
つ
て

支
給
さ
れ
る
も
の

を
除
く
。）の
受
給

権
者
で
あ
つ
た
こ

と
が
あ
る
と
き
、

又
は
老
齢
年
金
の

支
給
を
受
け
て
い

た

老
齢
年
金
又
は
障
害
年
金
（
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
つ
て

支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）若
し
く
は
障
害
基
礎
年
金
（
昭

和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
障
害
基
礎
年
金
を
除
く
。）の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ

る
夫
が
死
亡
し
た

」

に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
三
百
六
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
七
月
」
を
「
九
月
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
第
二
号
中「（
当
該
控
除
を
受
け
た
者
が
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
で
あ
る

場
合
に
は
、
三
十
五
万
円
）、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
、
同
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
控

除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
控
除
を
受
け
た
者
に
つ
き
三
十
五
万
円
、
同
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
七
月
分
」
を
「
九
月
分
」
に
、「
八
月
分
」
を
「
十
月
分
」
に
、「
七
月
三
十
一
日
」
を
「
九
月
三
十

日
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
か
ら
各
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
認
定
の
請
求
が

あ
っ
た
場
合
の
認
定
の
請
求
の
特
例
）

第
十
二
条
の
二

各
年
の
十
月
分
の
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
る
者
か
ら
、
当
該
各
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
法
第
五
条
、
第
十
二
条
、第
十
七
条
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求（
前

条
各
項
に
規
定
す
る
認
定
の
請
求
を
除
く
。）が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
各
年
の
九
月
三
十
日
に
当
該
認
定
の
請
求

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
三
条
中「（
同
項
に
規
定
す
る
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

（
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
次
条
第
一
項
」
を
「
次
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
項
と
し

て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
附
則
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
月
以
上
五
年
以
下
と
す
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
項
中「（
当
該
控
除
を
受
け
た
者
が
同
条
第
三
項
に
規
定

す
る
寡
婦
で
あ
る
場
合
に
は
、
三
十
五
万
円
）、
同
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
、
同
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
控

除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
控
除
を
受
け
た
者
に
つ
き
三
十
五
万
円
、
同
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
七
条
中
「
第
十
五
条
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
法
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第

十
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る
」
に
、「
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
八
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
国
民
年
金
法
施
行
令
第
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規

定
、
第
四
条
中
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
第
二
項
第
二
号

の
改
正
規
定
、
第
五
条
中
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
改

正
規
定
、
第
七
条
中
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第
五
十

二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定

令
和
三
年
一
月
一
日

三

第
五
条
の
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）
令
和
三
年
八
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施
行
令
第
六
条
の
二
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。）の
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
以
後
の
期
間
に
係
る
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三

十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
停
止
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施
行
令
第
六
条
の
十
二
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

の
規
定
は
、
令
和
三
年
に
お
け
る
国
民
年
金
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
月
の
翌
月
以

後
の
期
間
に
係
る
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
及
び
同
年
に
お
け
る
国
民
年
金
法
施
行
令
第
十
一

条
の
十
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
月
の
翌
月
以
後
の
期
間
に
係
る
同
法
第
百
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
滞
納
処
分
等
そ
の
他
の
処
分
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
以
後
の
期
間
に
係
る
特
定
障
害
者
に
対
す

る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
特
別
障
害
給

付
金
の
支
給
の
制
限
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
条
第
二
項
（
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
及
び
同
法
第

二
十
条
第
一
項
の
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

５

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る

政
令
（
次
条
に
お
い
て
「
新
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。）第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国

民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行
令
第
六
条
の
二
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
令
和
三
年
八
月

以
後
の
期
間
に
係
る
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
国
民
年
金
法
」
と
い
う
。）第
七
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

老
齢
福
祉
年
金
の
支
給
停
止
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
三
条

新
経
過
措
置
政
令
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
国
民
年
金
法
第
四
十
九
条
第
一

項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
死
亡
し
た
同
項
に
規
定
す
る
夫
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
死
亡

し
た
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す

る
政
令
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
国
民
年
金
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
夫

に
係
る
寡
婦
年
金
の
支
給
要
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉
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